
議案第１８号  

 

 

   調布市立学校施設における学校教育活動の使用時以外の使用に関   

する条例の一部を改正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  令和  ５  年  ２  月２８日  

 

 

提出者  調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 調和小学校プールを一般使用する場合における使用料の特例を定めるとと

もに規定の整備を行うため，提案するものであります。  

 

 



調布市条例第    号  

 

 

   調布市立学校施設における学校教育活動の使用時以外の使用に関   

する条例の一部を改正する条例  

 

 

 調布市立学校施設における学校教育活動の使用時以外の使用に関する条例

（平成１４年調布市条例第７号）の一部を次のように改正する。  

 

 

 別表第３  １  一般使用の表調布市立調和小学校プールの項中「（使用単

位の時間を超えて使用するときは，超過時間１時間（１時間に満たない端数

は，これを１時間とする。）につき，使用単位の時間に相当する使用料に  

１００分の４０を乗じて得た額を徴収する。）」を削り，「子供」を「子ど

も」に改め，同表調布市立調布中学校弓道場の項中「子供」を「子ども」に

改め，同表備考を次のように改める。  

備考  

 １  学齢前の者が使用する場合の使用料は，無料とする。  

 ２  調布市立調和小学校プールを１時間１５分以内で使用する場合の使用

料は，使用単位の使用料に１００分の５０を乗じて得た額（その額に  

１０円未満の端数がある場合は，これを切り捨てた額）とし，使用単位

の時間を超えて使用する場合の超過時間１時間（１時間に満たない端数

は，これを１時間とする。）当たりの使用料は，使用単位の使用料に  

１００分の４０を乗じて得た額とする。  

 

 

   附  則  

 この条例は，令和５年７月１日から施行する。  


